
 屋外広告物法（以下「法」という。）第７条第４項の規定に基づき除却した屋外広告物等

を，法第８条第１項の規定により保管していますので，法第８条第２項の規定により，京

都市屋外広告物等に関する条例第３９条の２第１項に規定する以下の事項を公告します。 

  平成２９年９月１日 

京都市長 門川 大作   

 

１ 除却した屋外広告物等 

行政区名 町名 はり札等 広告旗 立て看板等

上京区 大門町 1 ― ―

勘解由小路町 1 ― ―

清和院町 1 ― ―

花立町 1 ― ―

薬屋町 1 ― ―

小島町 1 ― ―

北小路室町 1 ― ―

近衛町 1 ― ―

中京区 笹屋町 2 ― ―

曇華院前町 2 ― ―

梅忠町 2 ― ―

菱屋町 2 ― ―

三文字町 3 ― ―

丸木材木町 4 ― ―

東山区 祇園町南側 1 ― ―

下京区 童侍者町 1 ― ―

美濃屋町 1 ― ―

恵美須之町 1 ― ―

東側町 1 ― ―

梅湊町 2 ― ―

万屋町 2 ― ―

除却した日 保管を開始した日
除却した数量設置されていた場所

平成29年7月6日

平成29年7月7日

平成29年7月6日

平成29年7月7日

 



行政区名 町名 はり札等 広告旗 立て看板等

北区 小山西元町 1 ― ―

小山初音町 1 ― ―

小山下初音町 2 ― ―

小山北大野町 1 ― ―

上京区 小川町 1 ― ―

松之下町 1 ― ―

皀莢町 2 ― ―

福大明神町 2 ― ―

晴明町 2 ― ―

堀川上之町 3 ― ―

山名町 3 ― ―

寺之内竪町 3 ― ―

上天神町 1 ― ―

扇町 1 ― ―

瑞光院前町 3 ― ―

西五辻東町 3 ― ―

北区 紫野雲林院町 1 ― ―

上京区 筋違橋町 1 ― ―

芝薬師町 1 ― ―

前之町 1 ― ―

東西町 1 ― ―

北仲之町 1 ― ―

元観音町 1 ― ―

末之口町 1 ― ―

滝ケ鼻町 1 ― ―

東柳町 1 ― ―

毘沙門町 1 ― ―

設置されていた場所 除却した数量

保管を開始した日

平成29年7月10日

除却した日

平成29年7月11日

平成29年7月10日

平成29年7月11日

 



行政区名 町名 はり札等 広告旗 立て看板等

上京区 烏丸町 1 ― ―

寺今町 1 ― ―

北之御門町 1 ― ―

橘町 1 ― ―

今新在家町 1 ― ―

多門町 1 ― ―

北伊勢殿構町 1 ― ―

左京区 下鴨宮崎町 2 ― ―

中京区 西ノ京島ノ内町 2 ― ―

西ノ京藤ノ木町 1 ― ―

下京区 永倉町 1 ― ―

京極町 1 ― ―

御方紺屋町 1 ― ―

植松町 1 ― ―

都市町 1 ― ―

南夷町 1 ― ―

八百屋町 1 ― ―

木津屋町 1 ― ―

右京区 花園寺ノ内町 2 ― ―

花園春日町 1 ― ―

花園扇野町 2 ― ―

西院下花田町 1 ― ―

西院西平町 1 ― ―

西院上花田町 2 ― ―

上京区 作庵町 3 ― ―

山里町 1 ― ―

中京区 菊水鉾町 1 ― ―

設置されていた場所 除却した数量

除却した日

平成29年7月11日

平成29年7月13日

平成29年7月11日

保管を開始した日

平成29年7月13日

 



行政区名 町名 はり札等 広告旗 立て看板等

中京区 占出山町 1 ― ―

木之下町 1 ― ―

西ノ京月輪町 2 ― ―

西ノ京職司町 2 ― ―

西ノ京池ノ内町 1 ― ―

笹屋町 1 ― ―

橋本町 1 ― ―

西夷川町 2 ― ―

竹屋町 1 ― ―

下京区 烏丸二丁目 1 ― ―

北町 1 ― ―

乾町 1 ― ―

若宮町 2 ― ―

月鉾町 1 ― ―

高辻西洞院町 1 ― ―

西七条御領町 1 ― ―

南区 西九条戒光寺町 2 ― ―

北区 紫野宮東町 2 ― ―

上京区 妙蓮寺前町 1 ― ―

松屋町 1 ― ―

南佐竹町 1 ― ―

大文字町 1 ― ―

西今出川町 1 ― ―

下京区 太子山町 ― ― 1

右京区 太秦安井奥畑町 1 ― ―

太秦安井池田町 2 ― ―

花園内畑町 1 ― ―

除却した日

設置されていた場所

平成29年7月13日

除却した数量

保管を開始した日

平成29年7月19日

平成29年7月21日

平成29年7月13日

平成29年7月19日

平成29年7月21日

 



行政区名 町名 はり札等 広告旗 立て看板等

右京区 花園扇野町 1 ― ―

太秦安井藤ノ木町 1 ― ―

西院平町 1 ― ―

伏見区 桃山町因幡 ― 2 ―

竹田内畑町 ― ― 1

除却した数量

除却した日

設置されていた場所

平成29年7月25日

保管を開始した日

平成29年7月21日平成29年7月21日

平成29年7月25日

 

 

２ 保管の場所 

  京都市伏見区竹田中川原町４２番地 

 

３ 連絡先 

  京都市都市計画局広告景観づくり推進室 

  電話：０７５－７０８－７６４５ 

（都市計画局広告景観づくり推進室） 


